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７．計画の推進・進捗管理 

７-１.施策展開のロードマップ 
 

計画期間中は以下のスケジュールに基づいて施策展開を推進することとし、年度ごとの実施状況を

確認するとともに、必要に応じてスケジュールの見直しを行います。 

 

 

 



99 

 

７-２.計画の実施および進行管理の体制 
 

本計画の推進にあたっては、行政、住民、交通事業者、関係機関等と連携・協働しながら取り組むとと

もに、それぞれが適切な役割を分担します。 

また、本計画の実施および進行管理は、住民代表、交通事業者、関係機関等から構成される「地域公共

交通協議会」の管理のもとで実施しますが、本計画に位置づけた施策は、直ちに事業化を図るものだけで

なく、施策化に向けた検討そのものが必要なものも含まれているため、単に事業の実施スケジュールを管

理するのではなく、施策の検討・具体化・実施・評価を段階的に進める体制の構築が重要です。そのため、

「検討・実施（事務局を主体とした検討、ワーキンググループ）→評価（幹事会）→とりまとめ・意思決

定（協議会）」の三層構造による体制を構築し、施策の検討から評価、意思決定までを段階的に行うとと

もに、評価をふまえた改善や見直しを計画的に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １３２  計画の実施および進行管理体制のイメージ 
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７-３.PDCAサイクルに基づく進捗管理 
 

本計画に記載した施策については、7-1で示した「ロードマップ」に基づいて毎年度その実

施状況を確認し、未実施の施策や遅延が発生している施策についてはその要因を把握･分析し

た上で、次年度以降の対応を検討･実施することにより、着実な施策展開・計画の実現化を推

進します。 

また、「目標の達成状況を評価する指標」についても、継続的なモニタリングを行い、必

要に応じて計画の見直しを行うことで、計画の実効性を高めます。 

なお、本計画における PDCAサイクルは、事務局を基本的な主体としますが、施策の実施状

況および評価指標の確認を行う「評価（Check）」は、7-2 で示す体制のうち、地域公共交通

幹事会が担うものとします。 

 
図 １３３  PDCA サイクルに基づく進捗管理 
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